
厚生労働省委託事業 

2022（令和 4）年度 手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師 

リーダー養成研修会 実施要項 

 

１．目 的 

（１）障害者総合支援法において、手話通訳者等コミュニケーション支援従事者の養成事業

は都道府県及び市町村の必須事業となり、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進

法では合理的配慮が義務付けられたことから様々な分野や職場において聴覚障害者

と手話でコミュニケーションできる人材が求められています。全国各地では手話言

語条例が次々に制定されており、聴覚障害や手話の啓発活動が広がっています。 

各地の養成講習会では、講師の人手不足が深刻な問題となっており、都道府県単位で

講師を養成できる講師のためのリーダーを養成します。 

（２）各都道府県・市町村で奉仕員・通訳者養成講座を指導している講師に対し、個々の

指導力をアップすることで講師団全体の底上げを目指します。 

 

２．実施主体   

社会福祉法人全国手話研修センター 

 

３．対象者 

 【手話奉仕員養成】 

 下記（１）～（４）のいずれかに当てはまる方で、 

手話奉仕員養成講座の指導経験がある方 

（１）市町村等において手話奉仕員養成事業を受託している事業所若しくは団体から推薦のあ

る方。 

（２）都道府県知事、政令指定都市市長の推薦のある方。 

（３）講習会主催団体において適切と認められた方。 

（４）2013 年度～2021 年度手話奉仕員養成担当講師リーダー養成研修会を受講された方。 

 

 【手話通訳者養成】 

 下記（１）～（４）のいずれかに当てはまる方で、 

手話通訳者養成講座の指導経験がある方もしくは今後指導を担当予定の方 

（１）市町村又は都道府県において手話通訳者養成事業を受託している事業所若しくは団体か

ら推薦のある方。 

（２）都道府県知事、政令指定都市市長の推薦のある方。 

（３）講習会主催団体において適切と認められた方。 

（４）2013 年度～2021 年度手話通訳者養成担当講師リーダー養成研修会を受講された方。 

 

 

 

 



４．開催方法、会場及び日時 

【開催方法】 

新型コロナウイルス感染予防の観点から、ウェブ研修と実技研修を組み合わせて実施しま

す。実技研修は、ブロックとの相談により集合研修か zoom研修のどちらかとします。 

手話奉仕員養成担当講師リーダー養成研修 ウェブ研修 + 実技研修 

手話通訳者養成担当講師リーダー養成研修 ウェブ研修 + 実技研修 

※実技研修は、同日程で並行実施を基本とします。 

※実技研修は、集合研修の場合 5 時間、zoom研修の場合 3 時間です。 

 

【会場及び日時】 

一般財団法人全日本ろうあ連盟のブロック組織を単位に全国９ブロックで実施します。 

  実施都道府県及び実施日時については、各ブロック組織と協議して決定します。 

 

５．定員 

都道府県、政令指定都市を単位に下記により調整します。 

（１）都道府県・政令指定都市 各４名 

（２）当該ブロックの日程に参加できない場合は、他ブロックに余裕がある場合、参加可能

とします。 

（３）上記の他、全日本ろうあ連盟該当ブロックと全国手話研修センターが協議して、参加

人数を調整します。 

 

６．研修内容 

詳細については、別途カリキュラムを定めます。 

 

７．修了条件 

集合研修または zoom 研修の全課程に出席し、全国手話研修センターが指定するレポート

類をすべて提出された方に修了証書を交付します。 

 

８．申込方法 

（１）受講希望者は、所定の申込書（個人用）に記入し、各都道府県の全日本ろうあ連盟加盟 

団体に提出します。 

（２）各都道府県加盟団体は、別途メールで指定の Googleフォームに受講者情報を入力し、 

個人用申込書はスキャンしてメールに添付し全国手話研修センターに送信します。 

（郵送不要） 

 

９．研修費用 

  2,000 円 

 

10．受講決定 

  受講決定後、全国手話研修センターから該当ブロック・加盟団体・受講者に通知します。 


